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第６  その他林業労働力の確保の促進に関する 事項    
 

１ ． 群馬県林業労働力確保支援セ ン タ ーについて   

県で は、 平成 10 年 3 月 26 日、

林業 労働 力 の 確保 の た め の 各種 支

援措 置を 適 切 か つ 確 実 に 行 う こ と

の で き る 機関と し て 、森林・ 緑整備

基金 を 支 援 セ ン タ ー に 指定 を し て

い る 。  

支援 セ ン タ ー業 務 の 運営 に あ た

っ て は 、 国、 県、 市町村、 林業関係

団体 等と の 連 携・ 協 力 の も と に 地

域の 林業 労 働 力の 確 保 が 円 滑に 図

ら れ る よ う 、 法に 基 づ き 以 下の 業

務を 行う 。  

 

 
 

 

 

単位 R2 R3 R4 R5 R6

支度金支援 人 8 11 7 19 12

住宅手当支援 人 20 16 18 21 20

移転料支援 人 0 0 0 0 0

高機能安全装具導入促進事業 人 234 208 175 185 158

蜂刺防止用具 人 － － － － －

資格取得促進事業 人 25 20 45 55 45

林業技術向上研修助成 人 9 8 16 12 －

緑の雇用現場技能者育成対策事業助成 人 26 30 27 21 23

件 18(29) 19(35) 23(44) 22(37) 20(30)

人 － － － 40 36

人 10 22 22 17 9

巡回指導 事業体数 31 24 43 36 23

個別相談 事業体数 － － － 3 1

専門家の派遣

雇用管理改善モデル支援
事業体数

1 0 － － －

情報・ 資料提供 部 52 30 30 50 46

就業相談

事業体相談

支援センタ ー 活動実績

新規就労支援事業

労働安全衛生の確保事業

森林整備担い手

対策事業

森林整備機械化推進事業

雇用管理研修会

出典： 群馬 県林業労 働力確保支援セ ン タ ー調べ  

資料 31 群馬県林業労働力確保支援セ ン タ ーの 主な 実績 
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２ ． 関係機関と の 連携強化  

県の 主要施 策と の 関連性を 考慮し 、 県の 関係各課と の 連携を 強化し て 情報の 収集や提供を 積

極的に 行い 、 林業従事者の 確保や育成、 定着に 関する 活動を 多方面に 拡大し て 取り 組む。  

１ ） 交流・ 移住・ 定住促進 

・ 群馬県内への 移住の た め の ポ ータ ル サ イ ト と の 連携 

・ 移住定住関係フ ェ ア やイ ベン ト への 就業相談ブ ース 出展 

     ・ 首都圏の I タ ーン 、 J タ ーン 、 U タ ーン 就業相談窓口等と の 連携 

２ ） 女性の活躍推進 

・ 職場で の 活躍応援 

３ ） 若者の雇用対策 

・ 就業面接会や相談会の 共同開催 

４ ） 多様な 主体の雇用対策 

・ 林福連携の支援 

・ 外国人材の受け 入れ態勢の 支援 

 

 

３ ． 山村地域の活性化及び定住条件の整備  

多様な 就業機会の 確保を 通じ た 山村地域の 活性化を 図る た め 、 基幹的産業で あ る 林業・ 木材産

業の 振興、 木質バ イ オ マ ス 等の 未利用資源を 活用し た 産業の 育成、 特産物の 開発等森林資源を 活

用し た 新た な ビ ジ ネ ス の 創出等に 努め る 。  

ま た 、 新規就業者等の 山村地域への 定着を 図る た め 、 市町村や移住コ ーディ ネ ータ ーと の 連携

を 強化し 、 山村地域に おけ る 定住条件の 整備に 努め る 。  

 

４ ． 森林・ 林業や山村に対する 県民の理解の促進  

地球環境や社会・ 経済の持続性への危機意識を 背景と し て、 持続可能な開発目標（ SDGs） への関心が高

ま る 中での森林の持つ公益的機能や持続可能な森林経営への期待、 ま た、 地球温暖化防止の新たな枠組

みと し て採択さ れた「 パリ 協定」 や温室効果ガス の排出量実質ゼロ にする 取組等、 森林に対する 国民の

関心が高ま り を 見せている 。  

こ のよ う な中で、 県民が森林の整備や保全活動に直接参加でき る 取組を 通じ て、 森林や林業の果たす

多面的な役割への理解の向上に努める 。  

ま た、 広報活動、 学校教育等あ ら ゆる 機会を 通じ 、 森林・ 林業や山村が県民生活の維持向上に果たし て

いる 役割及びこ れら の役割を 支えている 林業労働の重要性について県民の関心及び理解を 深める 。  

特に、 山村地域は、 森林等の豊富な自然、 美し い景観、 都市部にない伝統・ 文化やコ ミ ュ ニティ ー機能

等特有の魅力を 有し ており 、 新たな生活様式や価値観、 ラ イ フ ス タ イ ルの多様化に応え る 観点から も 、

山村と 都市と の交流や山村への定住の促進に努める 。  

 

５ ． 林業研究グ ループ や教育機関等によ る 支援の促進  

林業経営を 担う べき 人材を 育成・ 確保する ため、 林業事業体の経営者や地域のリ ーダーと なり 得る 森

林所有者等で組織する 林業研究グループ等が地域社会への定着促進活動及び地域の事業主に対し て行う

交流活動等への支援を 推進する 。  

ま た、 I CT・ I oT 等のデジタ ル技術を 活用し たス マート 林業等の高度な林業技術を 有する 大学を はじ め
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と する 教育機関等が事業主や林業従事者に対し て行う 学習機会の提供や現地での指導等への支援を 通じ

て、 技術の一層の高度化を 促進する 。  

 

６ ． 建設業等異業種と の連携促進  

林業事業体の事業主と 建設業等の事業主が連携し ながら 、 間伐や皆伐・ 再造林など 森林整備を 促進す

る ための路網整備、 建設工事における 間伐材利用、 地域材を 活用し た住宅づく り 等用途開拓や需要拡大

等の取組を 進める こ と は、 事業量の確保や雇用の創出につながる こ と から 、 地域の林業と 建設業等異業

種と が連携し た取組を 従事者の職業能力開発、 安全と 健康の確保等に配慮し つつ、 積極的に推進する 。  

 

７ ． 地域の実態に 応じ た 多様な 担い手の確保 

近年、 地域の担い手の一つと し て注目さ れる 自伐型林業や特定地域づく り 事業協同組合（ ※1） の枠組

みを 活用し た取組、 地域間の連携など 、 様々な形態で森林・ 林業への関わり が見ら れる 。 こ のよ う な新

たな担い手に対する 林業労働安全指導や林業の技術支援を 行い、 地域の実態に応じ た多様な担い手の確

保、 育成を 促進する 。  

※１ 特定地域づく り 事業協同組合と は、「 地域人口の急減に対処する ための特定地域づく り 事業の推進に関する 法律（ 令和元年 12 

月 4 日公布、 令和 2 年 6 月 4 日施行）」 に基づき 認定さ れた協同組合。 本県では３ 地域で認定( みなかみ町、 上野村、 中之条町)  

 

 

８ ． 外国人材の受け 入れ  

林業分野における 外国人就労については、 令和 6 年 9 月 30 日、 入管法関係省令の改正によ り 、 林業分

野が特定技能１ 号へ正式に位置付けら れた。 ま た、 同日付の技能実習法施行規則の改正によ り 、 外国人

技能実習制度において林業職種が移行対象職種に位置付けら れた。 今後、 外国人技能実習制度に代わり

育成就労制度が令和 9 年 4 月に施行さ れる 予定である 。 本県においても 、 外国人材の受け入れに向けた

情報収集に努める と と も に、 関係法令を 遵守し 、 適正な雇用契約や就業環境整備を 行う よ う 、 外国人就

労者を 受け入れる 事業主に対し 周知、 指導を 徹底する 。  


